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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
り
、
二
〇
二
〇
年
の
世

界
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
は
マ
イ
ナ
ス
三
・
五
％
と
、
大
恐
慌
以
来

の
落
ち
込
み
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
経
済
的
悪
影
響
を
極
小
化
す
べ

く
、
各
国
政
府
は
大
規
模
な
財
政
・
金
融
支
援
策
を
講
じ
た
が
、
そ

の
結
果
、
債
務
残
高
が
急
増
し
て
い
る
。

　

国
際
決
済
銀
行
（
Ｂ
Ｉ
Ｓ
）
が
調
査
対
象
と
す
る
主
要
四
四
ヵ
国
・

地
域
の
非
金
融
部
門
債
務
残
高
は
一
九
年
末
の
一
九
二
・
七
兆
ド
ル

か
ら
二
〇
年
九
月
末
ま
で
に
二
一
一
・
〇
兆
ド
ル
に
拡
大
し
、
そ
の

対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
は
同
期
間
に
二
四
四
・
四
％
か
ら
二
七
七
・
七
％
へ
と

大
幅
に
上
昇
し
て
い
る
（
三
三
・
三
％
ポ
イ
ン
ト
増
、
図
）。
と
り
わ

け
米
国
、
中
国
、
ユ
ー
ロ
圏
、
日
本
の
債
務
拡
大
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
。
二
〇
年
九
月
末
現
在
、
こ
れ
ら
四
ヵ
国
・
地
域
の
非
金
融

部
門
債
務
残
高
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
は
、
い
ず
れ
も
過
去
最
高
値
を
更

新
し
て
い
る
（
米
国
二
八
八
・
五
％
、
中
国
二
八
五
・
〇
％
、
ユ
ー
ロ

圏
二
九
〇
・
二
％
、
日
本
四
一
三
・
六
％
）。

　

日
米
欧
で
は
、
主
に
政
府
債
務
の
拡
大
が
目
立
つ
。
大
規
模
な
減

税
や
生
活
保
障
の
た
め
の
移
転
支
出
の
拡
大
、
公
共
投
資
の
拡
大
な

ど
が
行
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
企
業
債
務
も
拡
大
し
て
い
る
が
、
こ

れ
も
政
府
に
よ
る
債
務
保
証
の
強
化
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
中
国
で
は
、
政
府
債
務
以
上
に
企
業
債
務
が
拡
大
し
て
い
る
。

中
国
の
企
業
債
務
残
高
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
は
一
九
年
末
か
ら
二
〇
年

九
月
末
の
間
に
一
三
・
〇
％
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
、
日
本
の
バ
ブ
ル
崩

壊
後
の
最
高
値
を
上
回
る
一
六
三
・
一
％
に
達
し
て
い
る
。
企
業
の

資
金
繰
り
を
助
け
る
た
め
に
救
済
・
支
援
対
象
に
融
資
を
行
っ
た
銀

行
へ
の
中
銀
か
ら
の
再
貸
出
強
化
、
小
規
模
・
零
細
企
業
へ
の
融
資

返
済
猶
予
、
中
銀
が
設
立
し
た
特
別
目
的
会
社
に
よ
る
地
方
銀
行
の

数字が語る世界経済●
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 新型コロナで膨らむ債務
世界の主要国・地域の
債務残高は対GDP比
　277.7％に拡大（2020 年9月末）
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貸
出
債
権
買
取
を
通
じ
た
貸
出
余
力
拡
大
な
ど
、
積
極
的
な
金
融
支

援
が
行
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

問
わ
れ
る
出
口
戦
略
と
マ
ク
ロ
経
済
を
め
ぐ
る
国
際
協
調

　

む
ろ
ん
財
政
・
金
融
的
支
援
策
の
継
続
は
世
界
経
済
の
腰
折
れ
防

止
に
有
益
で
あ
る
。コ
ロ
ナ
禍
の
終
息
時
期
は
ま
だ
不
透
明
で
あ
り
、

経
済
回
復
の
地
域
差
も
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
今
年
二
月
に
開
催
さ

れ
た
Ｇ
20
財
務
相
・
中
央
銀
行
総
裁
会
議
で
も
財
政
・
金
融
政
策
の

拙
速
な
撤
回
の
回
避
が
合
意
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
短
期
的
に
は
金
融
緩
和
の
下
で
の
資
産
バ
ブ
ル
の
拡
大

に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
中
期
的
に
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
終
息
期
待
が

高
ま
る
な
か
で
、
金
利
が
高
騰
し
、
そ
れ
が
経
済
を
不
安
定
化
さ
せ

な
い
か
、
注
意
を
要
す
る
。
そ
う
し
た
事
態
が
起
こ
れ
ば
、
海
外
資

金
に
依
存
し
た
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
構
造
を
持
つ
新
興
諸
国
に
も
大
き
な

悪
影
響
が
及
び
か
ね
な
い
。
他
方
で
、
低
生
産
性
部
門
・
業
種
に
資

金
が
長
期
に
わ
た
り
滞
留
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
経
済
成
長
が
損
な

わ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
各
国
の
コ
ロ
ナ
対
策
か
ら
の
出
口
戦
略
の

巧
拙
と
マ
ク
ロ
経
済
政
策
を
め
ぐ
る
国
際
協
調
の
成
否
が
問
わ
れ
る

状
況
が
続
く
。

　

Ｂ
Ｉ
Ｓ
統
計
に
含
ま
れ
て
い
な
い
低
所
得
国
の
中
に
も
コ
ロ
ナ
禍

で
財
政
難
に
あ
る
国
は
少
な
く
な
い
。
貸
し
手
の
責
任
履
行
と
の
バ

ラ
ン
ス
に
も
配
慮
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
の
国
へ
の
返
済
猶
予
・
債
務

減
免
を
図
り
、
そ
れ
ら
の
国
の
コ
ロ
ナ
対
策
の
余
力
を
創
り
出
す
こ

と
も
、
世
界
の
安
定
に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
●

図：主要国・地域の非金融部門債務残高の対GDP比率

（注）BISが報告対象とする44ヵ国・地域。先進国・地域、新興国・地域の定義はBISによる。
（出所）BIS Statistics Warehouse より筆者作成。
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